　介護サービス相談員募集要領

１　募集人員　　３名

２　職務内容

　　有償ボランティアとして、介護サービス提供の場（介護保険施設など）を訪ね、入所者等の話を聞き相談に応じるとともに、サービス担当（提供）者と意見交換を行うことにより、入所者の不安解消や介護サービスの質的向上を図ることを目的としています。

　　また、相談員相互の連絡調整会議（第１月曜日午前）に参加し、資質の向上と共通理解を
深めていただきます。

３　応募資格　　※①から④の条件を満たす人

1  高齢者のお話を聴き、気持ちに寄り添える方、福祉などのボランティアの知識がある方。
2 施設を訪問するための交通手段として、自転車・単車等の利用が可能なこと。（訪問先は市内全域です）
3 令和８年度に実施される介護相談員養成研修への参加が可能なこと。（必須条件です）
※　研修費用は市が負担します。
ただし、キャンセル等で受講修了できなかった場合は全額自己負担となります。
4 毎月第１月曜日午前に開催の介護相談員連絡会に参加ができる方。
5 介護保険の事業所を有する法人に属していないこと。
6 事務局とメール及び携帯電話での連絡が取れること。
４　謝礼　　活動時間数に応じて　月額最大40,000円
（交通費、事務経費など全ての経費及び源泉徴収税額を含みます。）

５　活動時間

　　月に７～１０回程度訪問。
６　介護相談員養成研修

　　令和８年７月から８月の間で５日間程度　日程未定、その他フィールドワーク（施設での実習）研修への参加が必要です。
７　活動開始日（予定）　　令和８年１月から
８　応募手続

　　「履歴書（本人が記入・押印し、写真（直近３か月以内）を貼ったもの）」及び「ボランティア等の経歴書」を持って直接、介護保険事業担当課（本庁北館３階）までお越しください。
なお、ご提出いただいた書類はお返しできませんのでご了承ください。

９　採用

　　ご提出いただいた書類及び面接により、速やかに決定し、介護保険事業担当課から連絡します。

10　面接日

　　令和７年１１月２５日(火)　午前１０時００分～　　※応募者には日時と場所を連絡します。

11　応募受付期間

　　令和７年１１月４日(火)～令和７年１１月２０日(木)の午前９時～１２時、午後１時～５時まで。
　　ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。

12　問合せ先

　　尼崎市福祉局　介護保険事業担当課　窓口担当（TEL：０６-６４８９-６３４３）

以　上

